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ストップ・リニア！訴訟記者会見資料                         ２０１６．５．２０発表 

 

本日（２０１６年５月２０日）午後１時３０分、東京地方裁判所に、「平成２６年１０月１

７日、国交大臣がＪＲ東海に対して行った、全国新幹線鉄道整備法に基づく中央新幹線工事

実施計画の認可処分の取消しを求める訴訟」（通称：ストップ・リニア！訴訟）を提起しま

した。 

 

（１）訴訟に至るまでの経過と提訴理由 

     ２０１４年１０月１７日、国交大臣がリニア中央新幹線の工事認可を下したのを受

けて、「リニア新幹線沿線住民ネットワーク」は、すぐに行政不服審査法に基づき、工

事認可の取消しを求める異議申し立ての集約にとりかかり、１２月１６日、沿線住民

を中心とする５，０４８名の申立書を国交大臣あてに提出しました。 

       しかしその後、異議申立ての審査について国交省からは何の説明も無く、問い合わ

せに対しても「審査中」を繰り返すのみで進展が見られませんでした。一方でリニア

事業自体は進行し、ＪＲ東海は品川で工事の「安全祈願祭」を実施、２０１５年１２

月１８日には、山梨県早川町で、南アルプストンネル工事の着工式を強行しました。 

       この間沿線住民からは、住民への圧倒的な説明不足や杜撰なアセスへの不満がつの

り、このままでは工事が進行してしまうという懸念が広がって、いつ出されるか分か

らない国交省の裁決を待たずに、リニア新幹線工事の是非を司法に問うことを決め、

今回の訴訟提起に至りました。 

 

（２）訴訟の目的 

     訴訟の目的は以下の２点です。 

   ①国交省のリニア新幹線事業の工事認可を取り消させ、この事業計画を白紙に戻す。 

   ②国交省の事業認可に至るまでの審査の不備と、ＪＲ東海のアセスメント（環境影響

評価）を始めとする情報非開示と、事業計画の杜撰な内容を明らかにする。その

ことで、不要、不急な公共事業及び公共性の高い事業を無くすという今後の運動

に活かしていく。 

 

（３）訴訟の内容 

    訴訟で争う点は以下２点に集約されます。 

   ①全国新幹線鉄道整備法及び鉄道事業法違反 

    （ａ）リニアは従来の新幹線とは違う「磁気浮上式鉄道」であり、ネットワーク性

を欠く。 

    （ｂ）「リニアが実現してもペイしない」（ＪＲ東海・山田佳臣前社長）発言に見ら

れるように、経営破たんし事業が中断する可能性がある。 

        （ｃ）事故や地震発生時の安全対策が極めて不十分である。 

   ②環境影響評価法違反 
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    （ａ） リニアのアセスメント自体が環境保全対策に具体性を欠いており調査も不

足している上、工事中や供用後も影響は「ない」か「ほとんど無い」などと

擬装している。 

    （ｂ）項目として、沿線全体で問題が発生する可能性が高い。 

       ■地下水脈の破壊、■不明な残土処理対策、■工事車両による騒音、振動被

害など生活環境影響。走行の安全対策の不備、■南アルプスを中心とする自

然破壊、■電磁波の健康影響の危険性、■あかり部の日照や景観被害など。 

 

（４）原告数 総計 ７３８人 

   原告の地域的分布は以下の通りです。 

 

東京都    ７４名 大深度地下トンネル 

神奈川県   ２１１名  中間駅、車両基地、川崎は大深度トンネル 

山梨県   １５０名 中間駅、実験線を供用使用、水枯れ 

静岡県    ４０名  大井川の減水、源流部に残土置き場 

長野県    ２９名  中間駅、南アルプスの自然破壊、大鹿村 

岐阜県    ９４名 中間駅、ウラン鉱山通過 

愛知県    ８５名 大深度地下トンネル 

その他    ５５名 北海道、千葉、大阪、兵庫、福岡各県等 

 

（６）訴訟態勢 

    

   原告団団長  川村晃生（山梨） 副団長 原 重雄（岐阜） 

   原告団事務局 事務局長 天野捷一（神奈川）、事務局次長 橋本良仁（東京） 

   弁護団共同代表（３名） 

          関島保雄（東京・関島法律事務所） 

          中島嘉尚（長野・あるぷすの風法律事務所） 

          高木輝雄（愛知・名古屋共同法律事務所） 

   弁護団事務局 事務局長 横山 聡（東京・アルタイル法律事務所） 

           〃次長 和泉貴士（東京・八王子合同法律事務所） 

 

（７）問合せ先 

    川村晃生（原告団長）     TEL＆Ｆａｘ ０５５（２５２）０２８８ 

    天野捷一（ 〃事務局長）   TEL＆FAX ０４４（８６６）５７８５、 携帯０９０（３９１０）８１７３ 

    関島保雄（弁護団代表）     TEL ０４２（６４９）１８６１ FAX ０４２（６４９）１８７１      

    中島嘉尚（  〃    ）    TEL ０２６３（３２）３４５５ FAX ０２６３（３２）３４６９  

    高木輝雄（  〃    ）    TEL ０５２（６５５）６５０１ FAX ０５２（６５５）６５０２ 

    横山 聡（弁護団事務局長）  TEL ０３(６３８０)５６１３ FAX ０３（６３８０）)５６１４ 


